
議案第９２号

渋川市美術館・桑原巨守彫刻美術館条例の一部を改正する条例を次のよう

に制定する。

令和３年９月２１日提出

渋川市長 髙 木 勉

渋川市美術館・桑原巨守彫刻美術館条例の一部を改正する条例

渋川市美術館・桑原巨守彫刻美術館条例（平成１８年渋川市条例第１１３

号）の一部を次のように改正する。

第１条中「共に」を「ともに」に、「美術館」を「渋川市美術館・桑原巨

守彫刻美術館（以下「美術館」という。）」に改める。

第２条中「渋川市渋川１９０１番地２４」を「渋川市石原６番地１」に改

める。

第３条中「渋川市美術館・桑原巨守彫刻美術館（以下「美術館」という。

）」を「美術館」に改める。

第５条第２項中「別表第２で」を「別表第２に」に改める。

第６条第３項第４号中「展示作品」を「美術作品等」に改める。

第１１条中「、利用の許可を受けたときは」を削る。

第１４条第２項中「、前項」を「前項」に改める。

第１５条中「施設等」を「美術作品等又は施設等」に改める。

第１６条を第１７条とし、第１５条の次に次の１条を加える。

（運営協議会）

第１６条 美術館の円滑な運営を図るため、渋川市美術館・桑原巨守彫刻美

術館運営協議会（以下「協議会」という。）を置く。

２ 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

（１） 学校教育の関係者

（２） 社会教育の関係者

（３） 学識経験のある者

（４） 公募した市民

３ 協議会の委員の定数は、１０人以内とする。



４ 協議会の委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員

の任期は、前任者の残任期間とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の改正規定は、令

和４年４月１日から施行する。

（渋川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正）

２ 渋川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（

平成１８年渋川市条例第４４号）の一部を次のように改正する。

別表の３の表徳冨蘆花記念文学館運営委員会委員の項の次に次のように

加える。

美術館・桑原巨守彫刻美術館運営協議会委員 ６，１００

理 由

美術館の移転及び運営協議会の設置並びに条例の評価・見直しの審査結果

に基づく改正に伴い、所要の改正をしようとするものである。



渋川市美術館・桑原巨守彫刻美術館条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表
（渋川市美術館・桑原巨守彫刻美術館条例（平成１８年渋川市条例第１１３号）の一部改正）

（傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（設置） （設置）

第１条 市民の美術に関する知識及び教養の向上を図るとともに、芸術文化 第１条 市民の美術に関する知識及び教養の向上を図ると共に 、芸術文化

の振興に寄与するため、渋川市美術館・桑原巨守彫刻美術館（以下「美術 の振興に寄与するため、美術館

館」という。）を設置する。 を設置する。

（名称及び位置） （名称及び位置）

第２条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 渋川市美術館・桑原巨守彫刻美術館 名称 渋川市美術館・桑原巨守彫刻美術館

位置 渋川市石原６番地１ 位置 渋川市渋川１９０１番地２４

（職員） （職員）

第３条 美術館 に 第３条 渋川市美術館・桑原巨守彫刻美術館（以下「美術館」という。）に

館長その他必要な職員を置く。 館長その他必要な職員を置く。

（特別観覧） （特別観覧）

第５条 （略） 第５条 （略）

２ 前項の許可を受けた者は、別表第２に定める特別観覧料を納付しなけれ ２ 前項の許可を受けた者は、別表第２で定める特別観覧料を納付しなけれ

ばならない。 ばならない。

（利用の許可） （利用の許可）

第６条 （略） 第６条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、美術館 ３ 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、美術館

の利用を許可しない。 の利用を許可しない。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（４） その利用が美術作品等又は施設等を損傷し、又は滅失するおそれ （４） その利用が展示作品 又は施設等を損傷し、又は滅失するおそれ

があるとき。 があるとき。

（５） （略） （５） （略）

（使用料） （使用料）
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第１１条 利用者は 、別表第３に定める使用料 第１１条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第３に定める使用料

を納付しなければならない。 を納付しなければならない。

（原状回復） （原状回復）

第１４条 （略） 第１４条 （略）

２ 利用者が前項 の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に ２ 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に

回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。 回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

（損害賠償） （損害賠償）

第１５条 利用者又は入場者は、故意又は過失により美術作品等又は施設等 第１５条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等

を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなけれ を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなけれ

ばならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、こ ばならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、こ

の限りでない。 の限りでない。

（運営協議会）

第１６条 美術館の円滑な運営を図るため、渋川市美術館・桑原巨守彫刻美

術館運営協議会（以下「協議会」という。）を置く。

２ 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

（１） 学校教育の関係者

（２） 社会教育の関係者

（３） 学識経験のある者

（４） 公募した市民

３ 協議会の委員の定数は、１０人以内とする。

４ 協議会の委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員

の任期は、前任者の残任期間とする。

（委任） （委任）

第１７条 （略） 第１６条 （略）
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渋川市美術館・桑原巨守彫刻美術館条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表
（渋川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１８年渋川市条例第４４号）の一部改正）

（附則第２項関係） （傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

１・２ （略） １・２ （略）

３ 日額報酬 ３ 日額報酬

（単位：円） （単位：円）

区分 報酬額 区分 報酬額

固定資産評価審査委員会委員 ６，８００ 固定資産評価審査委員会委員 ６，８００

（略） （略）

徳冨蘆花記念文学館運営委員会委員 ６，１００ 徳冨蘆花記念文学館運営委員会委員 ６，１００

美術館・桑原巨守彫刻美術館運営協議会委員 ６，１００ 介護認定審査会委員 １５，０００

介護認定審査会委員 １５，０００

（略）

（略）

４ （略）

４ （略）


